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運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定制度の運用について（通達） 

 

    対号 令和４年 11 月１日付け運免甲達第 24 号「運転免許取得者等教育及び運転 

免許取得者等検査の認定制度の運用について（通達）」 

 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号。以下「法」という。）第 108 条の 32 の２第１項に

規定する運転免許取得者等教育の認定制度については、対号に基づき運用しているところ

であるが、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第 32 号）の施行に伴い、下記

のとおり所要の改正を行い、令和７年３月 24 日から運用することとしたので、事務処理上

遺漏のないようにされたい。 

なお、対号は令和７年３月 24 日をもって廃止する。 

記 

第１ 運転免許取得者等教育の認定制度に係る運用上の留意事項について 

１ 認定の審査について 

(1)  「交通安全教育指針に従つて行われるものであること」の審査 

法第108条の32の２第１項第３号の「交通安全教育指針に従つて行われるもの」

であることの審査を行うに当たっては、運転免許取得者等教育の認定に関する規則

（平成 12 年国家公安委員会規則第４号。以下「認定教育規則」という。）第５条第

２項の規定により認定の申請書に添付しなければならないこととされている書類を

基に、認定を受けようとする運転免許取得者等教育の教育事項や教育方法等が妥当

なものかどうかについて審査すること。 

(2)  「課程の基準に適合するものであること」の審査 



認定を受けようとする運転免許取得者等教育の課程が、認定教育規則第４条の課

程の基準に適合しているかどうかについては、認定の申請書に添付しなければなら

ないこととされている書類によって審査すること。 

したがって、教育計画書には、教育事項ごとに、教育方法（使用する資器材等）

や教育時間を記載させるとともに、認定を受けようとする運転免許取得者等教育の

年間の実施回数等についても記載させること。また、教育時間については、全体の

教育時間及びコース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間を明確

に記載させること。 

審査を行うに当たって留意すべき事項は、次のとおりである。 

ア  教育事項 

認定教育規則第４条第３項第１号の表の中欄に掲げる教育事項のうち、自動車等

の「運転について必要な技能及び知識」についての運転免許取得者等教育には、自

動車等の運転に必要な技能についての指導と知識についての指導を運転の実習と座

学に分けて行うことはもとより、コース又は道路における自動車等の運転の実習を

通じて自動車等の運転に必要な知識についての指導を行う場合についても、該当す

るものと認められる。 

イ  教育時間 

コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間（認定教育規則第

４条第１項第２号及び第３項第２号）には、実際に自動車等を運転させて指導を行

う前の事前説明や事後の指導、講評等の時間が含まれていても差し支えない。 

ウ  その他 

認定教育規則第１条第３号又は第６号に掲げる課程の基準に適合するものである

ことの審査については、別に定めるところによる。 

２ 終了証明書の交付 

認定教育規則第１条第３号又は第６号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教

育で法第 108 条の 32 の２第１項の認定を受けたもの（以下「特定教育」という。）を

行う者が、特定教育を受けた者に対して行う終了証明書の交付については、別に定め

るところによる。 

また、特定教育以外の運転免許取得者等教育についても、認定を受けた者が独自に

終了証明書等を発行することは差し支えない。 

３ 報告等について 

(1)  帳簿 



認定教育規則第９条の規定により特定教育を行う者が備えることとされている帳

簿については、別に定めるところによる。 

(2)  報告 

法第 108 条の 32 の２第４項において準用する法第 98 条第５項の規定により、運

転免許取得者等教育の課程について石川県公安委員会（以下「公安委員会」とい

う。）の認定（以下「公安委員会認定」という。）を受けた者から、次の報告を求め

るものとする。 

ア  定期報告 

(ｱ) 運転免許取得者等教育の課程ごとの年間実施回数及び受講者数 

(ｲ) その他公安委員会が必要と認める事項 

イ  随時報告 

(ｱ) 運転免許取得者等教育の運転に係る事故（その都度） 

(ｲ) 運転免許取得者等教育指導員の交通事故（その都度） 

(ｳ) その他の公安委員会が必要と認める特異事項（その都度） 

ウ  その他 

認定教育規則第１条第３号又は第６号に掲げる課程により行う運転免許取得者等

教育に関する報告については、別に定めるところによる。 

第２  運転免許取得者等検査の認定制度に係る運用上の留意事項について 

運転免許取得者等検査の認定制度に係る運用上の留意事項については、別に定める

ところによる。 

第３  運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定制度に共通する運用上の留

意事項について 

１ 「公安委員会認定」という文字を冠した名称の使用等について 

(1)  「公安委員会認定」という文字を冠した名称の使用 

公安委員会の認定を受けた者は、認定を受けた運転免許取得者等教育の課程又は

運転免許取得者等検査の方法について「公安委員会認定」という文字を冠した名称

を用いることができる（法第 108 条の 32 の２第３項（法第 108 条の 32 の３第２項

において準用する場合を含む。以下同じ。））。 

この場合、「石川県公安委員会認定」とすることは差し支えないが、認定した公

安委員会以外の公安委員会の都道府県の名称を付すことや、「石川県警察認定」、

「警察庁認定」、「公安委員会公認」、「公安委員会認可」又は「公安委員会許可」と

いうような「公安委員会認定」に類似した名称を用いることは、運転免許取得者等

教育又は運転免許取得者等検査を受けようとする者等を混乱させ、また、法第 108



条の 32 の２第３項違反を助長するおそれがあることから、用いないように指導す

ること。 

また、「公安委員会認定」の文字を冠した名称は、運転免許取得者等教育の課程

又は運転免許取得者等検査の方法について用いることができるものであり、施設の

名称等について用いることのないよう指導すること。 

なお、指定自動車教習所の中には、「指定」を受けていることをもって施設の名

称等に「公認」、「認定」、「認可」等という文字を冠している実態が認められるが、

これとの混同を避けることからも、「公安委員会認定」という文字の適切な使用に

ついて留意すること。 

(2)  法第 108 条の 32 の２第３項違反の事件処理 

運転免許取得者等教育又は運転免許取得者等検査を行う者が、当該運転免許取得

者等教育の課程又は当該運転免許取得者等検査の方法について、公安委員会の認定

を受けないで、「公安委員会認定」という文字を冠した名称を用いた場合には、10

万円以下の過料に処せられる（法第 108 条の 32 の２第３項及び法第 123 条の２第

２号）。 

過料事件は原則として過料に処せられるべき者の住所地の地方裁判所の管轄とさ

れており、手続の開始は裁判所の職権による。しかし、過料事件のすべてについて

裁判所が独自に職権で探知することは事実上不可能であることから、一般には、関

係公務員から過料に当たる行為のあった旨の通知を受け、管轄裁判所が手続を開始

する（非訟事件手続法（平成 23 年法律第 51 号）第 119 条等参照）。 

したがって、公安委員会の認定を受けないで「公安委員会認定」という文字を冠

した名称を用いている者を発見したときは、その者の住所地の地方裁判所に対応す

る検察庁の検察官にその旨を通知すること。 

２ 行政手続法の適用関係について 

(1)  認定 

法第 108 条の 32 の２第１項又は第 108 条の 32 の３第１項の規定による認定は、

自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認

可等」に該当し、行政手続法（平成５年法律第 88 号）第２章の適用がある。 

(2)  認定の取消し 

法第 108 条の 32 の２第５項（法第 108 条の 32 の３第２項において準用する場合

を含む。）の規定による認定の取消しは、行政手続法第 13 条第１項第１号イに該当

し、聴聞を行わなければならない。 

３ その他 



(1)  課程又は方法の名称 

公安委員会の認定を受けようとする運転免許取得者等教育の課程又は運転免許取

得者等検査の方法の名称については、当該教育又は当該検査を行おうとする者が自

由に設定して差し支えない。 

(2)  指定自動車教習所において運転免許取得者等教育又は運転免許取得者等検査を行

う場合の留意事項 

指定自動車教習所において教習業務と同時に運転免許取得者等教育又は運転免許

取得者等検査を実施する場合には、道路交通法施行規則（昭和 35 年総理府令第 60

号）第 33 条第５項第１号ムの「同時にコースにおいて使用する自動車」には当該

運転免許取得者等教育又は当該運転免許取得者等検査に使用する自動車も含まれる。 

この場合、指定自動車教習所の教習業務について公安委員会が適切に指導監督す

る必要があることから、指定自動車教習所において運転免許取得者等教育又は運転

免許取得者等検査に使用する自動車については、外部から容易に識別できるよう

「認定教育（検査）中」等の標識を車両の前方又は後方（二輪車は後方）から見や

すいように表示させること。 

(3)  事故の防止 

運転免許取得者等教育又は運転免許取得者等検査の実施に当たっては、交通事故

の防止に特に配意させること。 

 


